
第１７回新型コロナウイルス感染症対策本部会議要旨（速報） 

○実施日時／令和２年５月２１日 １６時００分～１６時２３分 

○発言要旨 

議事 発言 

次第１「本市の医

療体制について」 

※資料に基づき、事務局から説明を行い、川崎市健康安全研究所岡部所長から

本日の国の諮問会議についての説明を行った。 

【岡部所長】 

・本日国の諮問会議では、関西・関東・北海道について、５月３１日よりも

前に緊急事態宣言を解除するところがあるかとの検討が行われた。 

・関西は解除、関東・北海道は解除とならない方針となった。 

・今後、諮問会議の決定を受け、政府の対策本部会、今回の決定をへて発表

となると思われる。 

・残りの都道県については、来週に再度会議を行い検討することとなった。 

・解除となった地域についても一気に元に戻るということはなく、段階的に

やっていただきたい。 

次第２「緊急事態

宣言解除後の対応

について」 

・市立学校の再開

に向けて 

※資料に基づき、教育長から説明を行った。 

【教育長】 

 ・実施可能な教育活動を段階的に開始していく。 

 ・再開に際しては感染のリスクの低減を図っていく。 

 ・学校で感染者が出た場合のルール等をあらかじめ示す。 

 【本部長】  

・特にご意見がなければこの内容で諮りたい。 

・公共施設等の再

開に向けて 

【事務局】 

 ・本日の解除は見送られたが、前回の会議後に公共施設等の再開準備状況に

ついて調査を行った。 

 ・約８０％が再開に向けての準備をしているとの回答だが、段階的な開催で

あったりと、施設ごとで状況は異なる。 

 ・国のガイドラインが発出されている施設についてもそれを守れるのか等の

課題がある。 

 ・次回の本部会議には行政運営方針をお示しする方向で検討している。 

 ・各局５月末での緊急事態宣言解除を受けた再開に向け、準備をしていただ

きたい。 

【本部長】 

・保育園の対応については、こども未来局どのような状況か。 

【こども未来局】 

 ・保育園の登園自粛について、現在は５月末までとしているが、解除後も引

き続き感染症対策を取りながら、段階的に通常に戻していく必要がある。



登園自粛要請については６月末まで、育児休業からの復職期限については

７月末まで延長する。 

【本部長】 

 ・本日残念ながら解除とならなかったが、５月３１日の解除に向けてしっか

り準備していただきたい。 

 ・あくまでも今月中の宣言解除を条件として６月１日からの段階的な学校再

開に向け、準備を始めることとした。 

 ・公共施設等の再開に向けては会場に合わせた本市行政運営について方針を

提示する予定。 

 ・市民への周知などを迅速に行うためにも、各施設ごといに課題の整理を行

い、解除後に向けた再開準備を早急に進めるようお願いします。 

次第３「ＢＣＰの

解除に向けて」 

※資料に基づき、事務局から説明を行った。 

【事務局】 

 ・資料（３）に示す通りＢＣＰ発動の解除についての考え方もあり、国の解

除後、ＢＣＰの看板は下ろすが業務応援体制等については、臨機応変な対

応を引き続き取っていきたいということでお諮りしたい。 

【本部長】 

 ・この方針でいくものとする。 

以上 


